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恒久的措置の実施のための手続フロー図
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返 戻 宛名が間違っていた場合再度解散の
命令のための確認の通知を行う

あて先人不明で返送された場合、代表理事の自宅の住所、あるいは代表理事以外の役員あてに改めて通知する。


